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金融行政を巡る局面のシフト 
○ ２次にわたるアクションプログラムの下、地域密

着型金融の機能強化に向けた取組みは着実に進

捗。今後は、監督指針に基づく恒久的な枠組みの

下で、引き続き地域密着型金融を推進。 
○ 我が国金融・資本市場の活性化等が優先的政策課

題となっており、金融規制・監督の質が改めて問

われる状況。 
 

 
 
1. 地域密着型金融の推進 
 金融機関は、地域密着型金融の強化の
ための各種施策に積極的に取り組み、そ
れらの取組みは総じて着実に進捗。他
方、利用者からは「事業再生への取組み」
「担保・保証に過度に依存しない融資」
「地域貢献」などにおいては、なお不十
分との評価が見られることから、一層の
推進が求められるところ。地域密着型金
融の本質に係わるこれらの取組みにつ
いて引き続きフォローアップを行う。 
 
⑴ ライフサイクルに応じた取引先企業
の支援強化 

⑵ 中小企業に適した資金供給手法の徹
底 

⑶ 持続可能な地域経済への貢献 

3. リスク特性を踏まえたリス
ク管理態勢等 

リスク管理態勢の充実・強化等に
取り組み、預金者等の信頼を得るこ
とが地域密着型金融の推進には不可
欠。また、複雑なリスク特性を有す
る資産運用の拡大傾向や金利・市場
動向等の主要なリスク・シナリオを
踏まえ、適切なリスク管理がなされ
ているか、以下の点について重点的
な監督を行う。 
 
⑴ 資産査定、信用リスク管理の信頼

性確保 
⑵ 市場リスク管理態勢の整備 
⑶ バーゼルⅡへの対応 

2. 地域の利用者保護の徹底と利便性の向上 
金融機関においては、顧客ニーズに対応した金融

サービスの提供が期待される一方、金融商品取引法
の施行を踏まえ、利用者保護に向けた一層の取組み
が求められている。また、組織犯罪による金融サー
ビスの利用を防止するための対応の必要性も高まっ
ている。こうした状況を踏まえ、以下の点について
重点的な監督を行う。 
 
⑴ 顧客説明態勢及び相談・苦情処理機能の充実・強
化 

⑵ 法令等遵守（コンプライアンス） 
⑶ 金融犯罪防止等に向けた対策の強化・徹底及び適
切な顧客対応の確保 

⑷ 顧客情報の管理態勢の確立 
⑸ システムリスク管理態勢の適切性の確保 
⑹ 外部委託先における適切な業務運営の確保 

 
監督の質的向上 
 ① ルール準拠の監督とプリンシプル準拠の監督の最適な組合せ 
 ② 行政資源の有効活用による優先課題への対応 
 ③ 金融機関のインセンティブ重視・自助努力の尊重 
 ④ 行政対応の透明性・予測可能性の一層の向上 

なお、各金融機関において、自己責任の下、経営陣のリーダー

シップにより、適切な経営管理がなされているか留意するととも

に、引き続き検査部局や各財務局等との連携強化を図る。 

金融規制の質的向上 

重 点 分 野 


